
 

非常勤講師の交通費について 

 

 

非常勤講師の交通費については、来校のため交通機関等を利用してその運賃を負担する場合、

本人の届出に基づき、利用する経路の交通費を原則として支給します。 

 

遠隔地（※）からの交通費については、旅費規程及び旅費支給要領に定めるところにより支

給し、各担当の専攻・部会等の経費より支出とします（予算措置のある客員Ⅰ種を除く。）。 

 

（※）下記旅費支給要領「別表１」に掲載のない市区町村を出発地とする場合、遠隔地に該当と

なります。

 
・採用する非常勤講師について、来校時の出発地が遠隔地に該当する場合、雇用経費とは別に

予算措置が必要となりますので、採用の際は上記について十分了承の上お手続きください。 

・遠隔地に該当する場合は、通常の旅費と同様に旅費システムにて支払となります。事前に出

 張申請を行い、実施後速やかに出張報告を行ってください。申請及び報告がない場合は交通

 費をお支払できませんので、遅滞なく手続を行ってください。 

 手続詳細：https://www.c.u-tokyo.ac.jp/faculty/zaimu/shuccho-shakin/kokunai/index.html  

・近距離に該当するものについては、教務課で出勤表をもとに交通費を計算し、セメスター終

了後にまとめて支給します。 

  

（参考）非常勤講師に係る交通費の支給について（令和２年１月１４日付け総合文化研究科長・

教養学部長裁定）http://www.c.u-tokyo.ac.jp/faculty/soumu/rules/koutsuhi_info.pdf  

 

 [問合せ先：経理課経理チーム（内線：４４４１２・４８９０８）] 
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